
 

       

介護予防支援に係るケアマネジメント業務の委託事業所の承認について 

 

１ 指定する事業所について 

 事業所名称 事業所所在地 指定年月日 

１ 
エスケアステーション松戸 

居宅介護支援 

千葉県松戸市新松戸４丁目  

２５８ 

平成２６年９月 日 

２ 
ケアプランセンター 

mysig ミーシッグ 

流山市美原４丁目１２１３‐７ 

鈴木マンション B棟２０１号 

平成２６年９月 日 

     

２ これらの事業所に対する流山市としての承認方針について 

（１）エスケアステーション松戸 居宅介護支援 

  当該事業所の利用を希望する被保険者は、今回新規申請を行い、要支援１の認定

となった。夫が以前より当該事業所の介護支援専門員の支援を受けており、被保険

者本人から、同じ介護支援専門員に介護予防ケアプラン作成を依頼したいと希望が

あった。被保険者及び家族の支援を円滑に行うために、既に家庭の状況を把握し、

被保険者とも信頼関係を持つ介護支援専門員が介護予防支援を担当することが適

切であると判断し、地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会の議

を経て承認したい。 

 

 （２）ケアプランセンター mysig ミーシッグ 

 当該事業所については、現に指定居宅介護支援事業所としての実績があり、在籍

する介護支援専門員が介護予防ケアマネジメントに係る研修を受講している。今回、

市内北部地域の要支援者増加に備え、介護予防支援業務委託の申出があったため、

地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会の議を経て承認したい。 
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